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(57)【要約】
【課題】本発明は、上記問題を鑑みてなされたものであり、歯科用成型体として義歯床、
義歯保持材などを口腔内に装用した際、装着感が良好であり、長期にわたる使用に対して
も靭性を保持し、成型性に優れた歯科用樹脂材料を提供することを目的とする。
【解決手段】ガラス転移温度〔Ｔｇ〕が１０℃以下のエラストマー性高分子を含むことを
特徴とする歯科用樹脂材料。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス転移温度〔Ｔｇ〕が１０℃以下のエラストマー性高分子を含むことを特徴とする
歯科用樹脂材料。
【請求項２】
　ガラス転移温度〔Ｔｇ〕が８０℃以上の非結晶性樹脂、および／または結晶融点温度〔
ＭＰ〕が１００℃以上の結晶性樹脂を、さらに含むことを特徴とする請求項１に記載の歯
科用樹脂材料。
【請求項３】
　樹脂成分と上記エラストマー性高分子との合計重量を１００重量％とするとき、該エラ
ストマー性高分子の含有量が、４～５０重量％であることを特徴とする請求項１または２
に記載の歯科用樹脂材料。
【請求項４】
　さらにフィラーを含有し、歯科用樹脂材料中のフィラーの含有量が、３～３０重量％で
あることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の歯科用樹脂材料。
【請求項５】
　射出成型により作製した長さ８０ｍｍ×幅１０ｍｍ×厚さ４ｍｍの試験片を用いて、Ｊ
ＩＳ　Ｋ７１７１に準拠して測定した曲げ弾性率が、１，６００～３，２００ＭＰａであ
ることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の歯科用樹脂材料。
【請求項６】
　射出成型により作製した長さ８０ｍｍ×幅１０ｍｍ×厚さ４ｍｍの試験片に、２ｍｍの
ノッチを入れ、ＪＩＳ　Ｋ７１１０に記載のアイゾッド衝撃強さの試験方法に従い測定し
た耐衝撃強度が、４０～８００Ｊ／ｍであることを特徴とする請求項１～５のいずれかに
記載の歯科用樹脂材料。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載の歯科用樹脂材料を成型してなることを特徴とする歯科
用成型体。
【請求項８】
　義歯、義歯保持材、義歯床、クラウン、歯科用矯正具、マウスピースまたはクラスプで
あることを特徴とする請求項７に記載の歯科用成型体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯科用樹脂材料および歯科用成型体に関する。さらに詳しくは、本発明は、
エラストマー性高分子で靭性を付与された歯科用樹脂材料および該歯科用樹脂材料を成型
してなる歯科用成型体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　歯科分野では、義歯床、義歯保持材などを製造するための材料としてポリメチルメタク
リレート樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリカーボネート樹脂、シクロオレフィンポリマー
樹脂、エチレン－ビニルエステル共重合体ケン化物などの歯科用高分子が提案され、一部
が使用されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、歯科用高分子として、エチレン－ビニルエステル共重合体ケ
ン化物が適度な強度を有し、安全性が高い歯科用補綴物として提案されている。
　また、特許文献２には義歯床として用いる場合に成型性が優れているため、ポリカーボ
ネート樹脂が好適であることが開示されている。
【０００４】
　同じく、特許文献３においては、特定のシクロオレフィンポリマーが、装用感に優れる
ことから、マウスピースや義歯保持材および義歯床などの歯科用樹脂材料として好適であ
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ることが陳述されている。
【０００５】
　さらに、シクロオレフィンポリマーは、低免疫原性、低細胞毒性など生体適合性に優れ
、かつ成型性が良好なことから、歯科用樹脂材料として従来から好適に使用されてきた。
　しかしながら、例示した樹脂などを歯科用途に使用する場合、吻合時圧力などに対する
充分な強度が必要とされ、特に、義歯、義歯床、義歯保持材、クラウン、歯科用矯正具、
マウスピース、クラスプなどに用いる場合は、使用中の衝撃に耐える必要があるが、これ
ら樹脂は必ずしもその耐性が充分であると言えるものではなかった。
【０００６】
　他方、特許文献４には、歯科用高分子材料として、丸みのある形状に形成されたポリカ
ーボネート樹脂が開示されている。
　ポリカーボネート樹脂は、機械的強度，耐熱性等が優れており、歯科材料（義歯、義歯
保持材、クラウン、歯科用矯正具、マウスピースおよびクラスプ等）として必要な色に着
色が可能であるとの特徴がある。
【０００７】
　しかしながら、ポリカーボネート樹脂は比較的硬度が高く、その歯科樹脂成型体は装用
に際し、口内歯肉組織などとの適合性に劣り、長期装用に際し患者に不快感を生ずる症例
が多く、極度の場合は装用を中止する事態を生ずるなど、患者に不利益を与えてきたのが
現状であった。
【０００８】
　また、装用により、繰返し圧力が樹脂成型体にかかり、当初は緩みとして覚知されるが
、長期に渡る装用により、樹脂成型体の欠損、回復不可能な撓み、変形を生じ、患者の装
用不快感を高めるとともに、装用中止の大きな原因となっていた。
【０００９】
　ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート樹脂なども同様な問題を抱えている。
　また、樹脂成型体の撓み、変形に対しては、その撓み、変形が小さな場合、通常歯科技
工士による矯正処置が取られる。
【００１０】
　その矯正処置の多くは歯科用冶具により機械的に撓み、変形を元に戻す修正方法が採用
されている。
　しかしながら、ポリメチルメタクリレート、ポリカーボネート、ポリアセタール、シク
ロオレフィン樹脂などの従来の樹脂は、本来的に靭性に乏しく、機械的修正に対しての許
容幅が小さく、ときには成型体を欠損させ、あるいは回復不可能な変形を生ずることで、
治療上の障害になっていたばかりか、患者にとり大きな不利益を生じさせる原因となって
いた。
【特許文献１】特開２００８－７４８４２号公報
【特許文献２】特開平７－８８１２０号公報
【特許文献３】特開２００７－２６１９７０号公報
【特許文献４】特開平７－８８１２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、上記問題を鑑みてなされたものであり、歯科用成型体として義歯床、義歯保
持材などを口腔内に装用した際、装着感が良好であり、長期にわたる使用に対しても靭性
を保持し、成型性に優れた歯科用樹脂材料を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、歯科用樹脂材料に特定のエラ
ストマー性高分子を配合することによって、歯科用樹脂材料を成型してなる歯科用樹脂成
形体の靭性が優れることを見出し、本発明を完成するに至った。
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【００１３】
　すなわち、本発明の歯科用樹脂材料は、ガラス転移温度〔Ｔｇ〕が１０℃以下のエラス
トマー性高分子を含むことを特徴とし、さらに、ガラス転移温度〔Ｔｇ〕が８０℃以上の
非結晶性樹脂および／または結晶融点温度〔ＭＰ〕が１００℃以上の結晶性樹脂を含むこ
とが好ましい。
【００１４】
　樹脂成分と上記エラストマー性高分子との合計重量を１００重量％とするとき、該エラ
ストマー性高分子の含有量は、４～５０重量％であることが好ましい。
　本発明の歯科用樹脂材料は、さらにフィラーを含有し、該材料中のフィラーの含有量は
、３～３０重量％であることが好ましい。
【００１５】
　本発明の歯科用樹脂材料の、射出成型により作製した長さ８０ｍｍ×幅１０ｍｍ×厚さ
４ｍｍの試験片を用いて、ＪＩＳ　Ｋ７１７１に準拠して測定した曲げ弾性率は、１，６
００～３，２００ＭＰａであることが好ましく、射出成型により作製した長さ８０ｍｍ×
幅１０ｍｍ×厚さ４ｍｍの試験片に、２ｍｍのノッチを入れ、ＪＩＳ　Ｋ７１１０に記載
のアイゾッド衝撃強さの試験方法に従い測定した耐衝撃強度は、４０～８００Ｊ／ｍであ
ることが好ましい。
【００１６】
　また、本発明の歯科用成型体は、本発明の歯科用樹脂材料を成型してなることを特徴と
し、義歯、義歯保持材、義歯床、クラウン、歯科用矯正具、マウスピースまたはクラスプ
であることが好ましい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の歯科用樹脂材料は、成型性に優れ、適度な曲げ弾性率を有し、靭性に優れるた
め、歯科用成形体に成型した際、口腔内組織との優れた親和性を示し、装用感が良好であ
り、しかも長期装用に対する優れた耐久性を有し、従来のポリメチルメクリレート、ポリ
カーボネート、ポリアセタール樹脂、シクロオレフィン樹脂、エチレン－ビニルエステル
共重合体ケン化物などの欠点を解決できる。
【００１８】
　特に、本発明の樹脂材料の高靭性に基づく良好な耐久性が得られるため、義歯、義歯保
持材、義歯床、クラウン、歯科用矯正具、マウスピース、クラスプなどの歯科用成型体を
製造するのに好適である。
【００１９】
　なお、本発明において「靭性に優れる」とは、衝撃試験（例えば、アイゾット衝撃試験
、シャルピー衝撃試験など）による耐衝撃強度が高く、かつ曲げ荷重を加えた際、適度に
たわむことを言い、耐衝撃強度と曲げ弾性率とのバランス性に富むとも換言できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　＜歯科用樹脂材料＞
　まず、本発明のエラストマー性高分子で靭性を付与された歯科用樹脂材料の構成につい
て説明する。
【００２１】
　本発明の歯科用樹脂材料は、ガラス転移温度〔Ｔｇ〕が１０℃以下のエラストマー性高
分子を含むことを特徴とするものである。好ましくは、歯科用樹脂材料は、基材となる樹
脂成分に該エラストマー性高分子（以下「エラストマー成分」ともいう。）を混合させる
ことで得ることができる樹脂組成物であり、より好ましくはさらにフィラーを含有するこ
とができる。
【００２２】
　樹脂成分として、ガラス転移温度〔Ｔｇ〕が８０℃以上の非結晶性樹脂および／または
結晶融点温度〔ＭＰ〕が１００℃以上の結晶性樹脂を含むことが好ましい。
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　（エラストマー成分）
　エラストマー成分としてのエラストマー性高分子は、ガラス転移点温度〔Ｔｇ〕が１０
℃以下、好ましくは０℃以下、より好ましくは－１０℃以下の高分子を用いることができ
る。エラストマー性高分子のＴｇが１０℃を超えると、樹脂成分に対する充分な靭性を付
与することができないおそれがある。
【００２３】
　次にそれらを例示する。
　ポリブタジエン、ポリイソプレン、ポリブタジエンイソプレン、ポリスチレンブタジエ
ン、ポリスチレンイソプレン、ポリアクリロニトリルブタジエン、水素添加ポリアクリロ
ニトリルブタジエン、ポリジメチルシロキサン、スチレン-ブタジエンブロックコポリマ
ー、スチレン－イソプレンブロックコポリマー、水素添加スチレン－ブタジエンブロック
コポリマー、水素添加スチレン-イソプレンブロックコポリマー、アクリルエラストマー
、エチレンプロピレンエラストマー、ウレタンエラストマーなどが挙げられる。これらの
うち、靭性を付与する効果が高いことから、ポリブタジエン、ポリイソプレン、ポリブタ
ジエンイソプレン、ポリスチレンブタジエン、ポリスチレンイソプレン、ポリアクリロニ
トリルブタジエン、スチレン－ブタジエンブロックコポリマー、スチレン－イソプレンブ
ロックコポリマー、水素添加スチレン－ブタジエンブロックコポリマー、水素添加スチレ
ン－イソプレンブロックコポリマーおよびアクリルエラストマーが好ましい。
【００２４】
　これらエラストマー性高分子は、それぞれ１種単独でも、また目的に応じ特性をコント
ロールするため適宜２種以上ブレンドしてもよい。
　樹脂成分中、エラストマー成分の含有量は、好ましくは４～５０重量％、より好ましく
は６～３０重量％、さらに好ましくは１０～２０重量％であり、曲げ弾性率として好まし
くは１０～２０，０００ＭＰａの範囲で調節され、より好ましくは１００～１０，０００
ＭＰａ、特に好ましくは２００～７，０００ＭＰａの範囲が好適である。
【００２５】
　エラストマー成分の含有量が、４重量％未満の場合は目的とする靭性付与の効果が充分
に得られない場合がある。また、５０重量％を超える場合は、樹脂が柔軟になり過ぎて十
分な強度が得られない場合がある。
【００２６】
　靭性を付与された樹脂（樹脂成分）の、ＪＩＳ　Ｋ７１１３に準拠して測定した最大伸
びは好ましくは５～３００％であり、より好ましくは８～２００％である。樹脂成分の最
大伸びが上記範囲内であると、クラスプ付き義歯の取り外しをスムーズに実施できるため
好適である。
【００２７】
　（樹脂成分）
　本発明において用いられる樹脂成分を例示する。
　このような樹脂成分としては、非結晶性樹脂の場合は、ガラス転移点温度〔Ｔｇ〕が好
ましくは８０℃以上、より好ましくは９０～３３０℃、特に好ましくは９５～３００℃の
高分子、結晶性樹脂の場合は、結晶融点温度〔ＭＰ〕が好ましくは１００℃以上、より好
ましくは１１０～３４０℃、特に好ましくは１２０～３２０℃の高分子を挙げることがで
きる。
【００２８】
　本発明において「非結晶性樹脂」とは、明確な融点を示さない樹脂のことをいう。
　また、本発明において「結晶性樹脂」とは、分子配列が高い秩序を有し、明瞭な結晶性
、Ｘ線回折が認められる高分子物質のことである。
【００２９】
　それらを例示すれば次の通りである。
　非結晶性樹脂としては、例えば、ポリメチルメタクリレート、ポリエチルメタクリレー
ト、ポリカーボネート、シクロオレフィンポリマー、ポリスチレン、ポリα－メチルスチ
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レン、スチレンジビニルベンゼンコポリマー、ポリアクリロニトリルスチレンコポリマー
、ポリメチルメタクリレートスチレンコポリマー、ポリメチルメタクリレートアクリロニ
トリルスチレンコポリマー、エチレン酢酸ビニルコポリマー、ポリ酢酸ビニル、ポリブチ
ラール、ポリスルフォン、ポリエーテルスルフォン、ポリアリレート、ポリアミドイミド
、ポリエーテルイミド、ポリカプロラクトン、ポリ塩化ビニルなどが挙げられる。
【００３０】
　結晶性樹脂としては、例えば、ポリブタジエンレジン、ポリアクリロニトリル、エチレ
ンビニルアルコール共重合体、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレー
ト、ポリエーテルエーテルケトン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリビニリデンフルオ
ライド、ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、ナイロン６、ナイ
ロン６６、ナイロン４６などが挙げられる。
【００３１】
　これら樹脂は、それぞれ１種単独でも、また目的に応じ特性をコントロールするため適
宜２種以上ブレンドしてもよい。
　これら樹脂のうち、装用時の審美的なの観点(目立ちづらい)から、シクロオレフィンポ
リマー（以下「シクロオレフィン系（共）重合体」ともいう。）が好ましく、ノルボルネ
ン系化合物を少なくとも１種含む単量体または単量体組成物を（共）重合し、必要に応じ
て、さらに水素添加して得られた樹脂がより好ましい。
【００３２】
　例えば、シクロオレフィン系（共）重合体は、下記式（１）で表される構造単位：０～
９９重量％と下記式（２）で表される構造単位：１～１００重量％とを含有するものであ
って、下記式（３）または下記式（４）で表されるノルボルネン誘導体化合物をメタセシ
ス開環（共）重合させ、主鎖に生成する炭素－炭素二重結合を水素添加することによって
得ることができる。
【００３３】
　なお、下記式（１）および下記式（２）で表される構造単位は、それぞれ下記式（３）
および下記式（４）で表されるノルボルネン誘導体化合物から導かれたものである。
【００３４】

【化１】

【００３５】
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（式中、Ｒ1は、水素原子または炭素原子数１～１０の１価の炭化水素基を表し、Ｒ2は、
水素原子と炭素原子とを含まない原子群から選ばれる１種以上の原子を含む１価の極性基
を表し、ｍは、０、１または２を表し、ｎは、０または１を表す。）
【００３６】
【化２】

【００３７】
（式中、Ｒ3およびＲ4は、それぞれ独立に、水素原子または炭素原子数１～１０の１価の
炭化水素基を表し、ｐは、０、１または２を表し、ｑは、０または１を表す。）
【００３８】
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【化３】

【００３９】
（式中、Ｒ1、Ｒ2、ｍおよびｎは、上記式（１）に定義されたＲ1、Ｒ2、ｍおよびｎと同
様である。）
【００４０】
【化４】

【００４１】
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（式中、Ｒ3、Ｒ4、ｐおよびｑは、上記式（２）に定義されたＲ3、Ｒ4、ｐおよびｑと同
様である。）
　上記式（１）または（３）中、Ｒ1は、水素原子または炭素原子数１～１０、好ましく
は１～４、より好ましくは１～２の炭化水素基を表すのが望ましい。該炭化水素基はアル
キル基であることが好ましく、炭素原子数１～４のアルキル基、より好ましくは炭素原子
数１～２、特に好ましくはメチル基であることが望ましい。
【００４２】
　上記Ｒ2は、水素原子と炭素原子とを含まない原子群から選ばれる１種以上の原子を含
む１価の極性基を表し、該極性基としては、カルボキシル基、水酸基、アルコキシカルボ
ニル基、アリロキシカルボニル基、アミノ基、アミド基、シアノ基などが挙げられる。こ
れらの極性基は、メチレン基などの極性を有さない連結基を介して結合していてもよいし
、カルボニル基、エーテル基、シリルエーテル基、チオエーテル基、イミノ基などの極性
を有する２価の有機基を介して結合していてもよい。これらの極性基のうち、カルボキシ
ル基、水酸基、アルコキシカルボニル基およびアリロキシカルボニル基が好ましく、特に
アルコキシカルボニル基およびアリロキシカルボニル基が好ましい。
【００４３】
　また、上記極性基が、式：－（ＣＨ2）xＣＯＯＲで表される場合、得られるシクロオレ
フィン系（共）重合体が、他材料と良好な接着性を示すようになるため好ましい。
　上記式：－（ＣＨ2）xＣＯＯＲにおいて、Ｒは、炭素原子数１～１２、好ましくは炭素
原子数１～４、より好ましくは炭素原子数１～２の炭化水素基、好ましくはアルキル基で
あることが望ましい。ｘは、通常０～５を表すが、好ましくは０～３を表す。ｘの値が小
さいものほど、シクロオレフィン系（共）重合体が熱による変形を受けにくくなるので好
ましく、さらにｘが０を表す場合は、その合成も容易である点で好ましい。
【００４４】
　上記式（１）または（３）中、好ましくはｍが１のとき、ｎは０を表すことが望ましい
。ｍ＝１、ｎ＝０である場合、シクロオレフィン系（共）重合体が充分な耐熱性と強靭性
を併せ持つようになるため好ましい。
【００４５】
　上記式（２）または（４）中、Ｒ3およびＲ4は、水素原子を表すことが好ましい。
　上記式（２）または（４）中、好ましくはｐが０のとき、ｑは０を表すことが望ましい
。ｐ＝ｑ＝０である場合、シクロオレフィン系（共）重合体が高い靭性を有するようにな
るため好ましい。
【００４６】
　上記式（３）で表されるノルボルネン誘導体化合物としては、具体的には以下の化合物
が例示でいるが、これらに限定されるものではない。
　５－メトキシカルボニルビシクロ［２．２．１］ヘプト－２－エン、
　５－メチル－５－メトキシカルボニルビシクロ［２．２．１］ヘプト－２－エン、
　５－シアノビシクロ［２．２．１］ヘプト－２－エン、
　８－メトキシカルボニルテトラシクロ［４．４．０．１2,5．１7,10］－３－ドデセン
、８－エトキシカルボニルテトラシクロ［４．４．０．１2,5．１7,10］－３－ドデセン
、
　８－ｎ－プロポキシカルボニルテトラシクロ［４．４．０．１2,5．１7,10］－３－ド
デセン、
　８－イソプロポキシカルボニルテトラシクロ［４．４．０．１2,5．１7,10］－３－ド
デセン、
　８－ｎ－ブトキシカルボニルテトラシクロ［４．４．０．１2,5．１7,10］－３－ドデ
セン、
　８－メチル－８－メトキシカルボニルテトラシクロ［４．４．０．１2,5．１7,10］－
３－ドデセン、
　８－メチル－８－エトキシカルボニルテトラシクロ［４．４．０．１2,5．１7,10］－
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３－ドデセン、
　８－メチル－８－ｎ－プロポキシカルボニルテトラシクロ［４．４．０．１2,5．１7,1

0］－３－ドデセン、
　８－メチル－８－イソプロポキシカルボニルテトラシクロ［４．４．０．１2,5．１7,1

0］－３－ドデセン、
　８－メチル－８－ｎ－ブトキシカルボニルテトラシクロ［４．４．０．１2,5．１7,10

］－３－ドデセンなどが挙げられる。
【００４７】
　上記式（４）で表されるノルボルネン誘導体化合物としては、具体的には以下の化合物
が例示でいるが、これらに限定されるものではない。
　ビシクロ［２．２．１］ヘプト－２－エン、
トリシクロ［４．３．０．１2,5］－８－デセン、
　トリシクロ［４．４．０．１2,5］－３－ウンデセン、
　テトラシクロ［４．４．０．１2,5．１7,10］－３－ドデセン、
　ペンタシクロ［６．５．１．１3,6．０2,7．０9,13］－４－ペンタデセン、
　５－メチルビシクロ［２．２．１］ヘプト－２－エン、
　５－エチルビシクロ［２．２．１］ヘプト－２－エン、
　５－エチリデンビシクロ［２．２．１］ヘプト－２－エン、
　８－エチリデンテトラシクロ［４．４．０．１2,5．１7,10］－３－ドデセン、
　５－フェニルビシクロ［２．２．１］ヘプト－２－エン、
　８－フェニルテトラシクロ［４．４．０．１2,5．１7,10］－３－ドデセンなどが挙げ
られる。
【００４８】
　シクロオレフィン系（共）重合体は、上記式（１）で表される構造単位を好ましくは０
～９９重量％、より好ましくは０～９２重量％、さらに好ましくは１～９２重量％、およ
び上記式（２）で表される構造単位を好ましくは１００～１重量％、より好ましくは１０
０～１０重量％含有する。
【００４９】
　なお、上記式（１）で表される構造単位と上記式（２）で表される構造単位との合計は
、好ましくは９０重量％以上、より好ましくは９５重量％以上、さらに好ましくは９８重
量％以上である。
【００５０】
　上記式（３）で表されるノルボルネン誘導体化合物は、好ましくは０～９９重量％、よ
り好ましくは０～９０重量％、さらに好ましくは１～７０重量％、および上記式（４）で
表されるノルボルネン誘導体化合物は、好ましくは１００～１重量％、より好ましくは１
００～１０重量％の割合で、メタセシス開環（共）重合触媒に接触させ、シクロオレフィ
ン系開環（共）重合体に導かれることが望ましい。上記式（４）で表されるノルボルネン
誘導体化合物を用いることによって、歯科用成型体の靭性が向上し、吸水率を低減するこ
とができる。
【００５１】
　（樹脂成分の混合・分散の態様）
　混合態様は、樹脂成分をあらかじめ調製し、その後エラストマー成分を機械的に混練混
合する方法；樹脂成分とエラストマー成分とを溶剤に可溶後混合し、脱溶剤工程経てエラ
ストマー成分を含んだ樹脂を得る方法などを挙げることができる。
【００５２】
　さらに、異なる実施態様として、樹脂成分中にエラストマー成分を微分散させる方法を
採ることができる。
　微分散させる方法として、具体的に、乳化重合法によりモノマーと必要に応じ架橋剤成
分とを重合し、エラストマー微粒子懸濁液を調製し、次いでこの微粒子懸濁液に樹脂成分
となるモノマーと必要に応じ乳化剤とをともに仕込み重合を行い、その後硫酸および／ま
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たは塩化ナトリウムなどによる酸塩凝固によりポリマー分を析出させ、析出物の洗浄、乾
燥工程を経て、エラストマー微粒子成分が微分散した樹脂を得る方法などが例示できる。
【００５３】
　また、別の態様として、乳化重合によりエラストマー微粒子懸濁液を得、別途乳化重合
により得られた樹脂懸濁液に混合し、酸塩凝固の後、洗浄、乾燥工程を経て、エラストマ
ー成分を微分散した樹脂を調製する方法；一旦エラストマー成分が微分散した樹脂を調製
後、再度混練する方法；適宜溶剤を使用して溶液とした状態で新たな樹脂に添加し、希釈
し調製する方法も採ることができる。
【００５４】
　一般的には、エラストマー成分が樹脂成分に均一に溶解分散している樹脂よりも、樹脂
成分中にエラストマー微粒子成分が溶解することなく微分散する方が、より優れた靭性を
得ることができる。
【００５５】
　ただし、本発明は上記方法に限定されることはなく、歯科用途に合わせて、エラストマ
ー性高分子を樹脂成分に分散または相溶させる方法の中から適宜選択することができる。
　（フィラー）
　本発明では、さらに機械的強度を向上させ、曲げ強度、曲げ弾性率、伸び率、耐衝撃性
のバランスのとれた歯科用樹脂材料とするために、フィラー、例えば、繊維状強化剤など
が添加されていてもよい。フィラーを添加する場合、上記エラストマー性高分子によって
靭性を付与された樹脂とフィラーとの重量割合は、７０～９７：３０～３となるようにす
ることが好ましい。
【００５６】
　フィラーの含有割合が３０重量％を超えると、曲げ強度および曲げ弾性率は大きくなる
が、吸水性が増加して接着強度が低下する場合があり、３重量％未満では目的とする機械
的強度が上記の物性バランスを達成することが困難な場合がある。
【００５７】
　添加されるフィラーの種類としては、有機系、無機系；繊維状、粒子状などを問わず目
的に適したものを用いることができ、例えば、アラミド繊維、ビニロン繊維、アルミナ、
芳香族ポリイミド、芳香族ポリアミドを例示することができる。
【００５８】
　無機系のフィラーとしては、マイカ、タルク、ウオラストナイトなどの天然物；カーボ
ンブラックなどの炭素系フィラー；シリカ、ガラス、石英、珪酸カルシウム、炭酸カルシ
ウム、炭酸マグネシウム、チタン酸カリウム、アルミナ、酸化チタン、酸化ジルコニウム
、硫酸バリウムなど珪酸、炭酸塩、金属酸化物などを例示することができる。
【００５９】
　繊維状のフィラーとしては、例えば、シリカ、ガラス、繊維状強化剤などが挙げられる
。
　粒子状のフィラーとしては、例えば、炭素系フィラー、アルミナなどが挙げられる。
【００６０】
　これらフィラーは１種単独でも２種以上併用してもよい。
　本発明の歯科用樹脂材料は、その目的を損なわない範囲で、歯科用途に適した着色剤、
顔料、酸化防止剤、紫外線吸収剤、フッ素系の汚れ防止剤、抗菌剤、ステアリン酸アミド
などの可塑剤、熱安定剤などを含むことができる。
【００６１】
　さらに、本発明の歯科用樹脂材料を成型してなる成型体の表面を、美粧の点から、また
は傷の保護の点から、塗料での着色、保護剤の塗布などを施すことができる。
　（歯科用樹脂材料の調製方法）
　エラストマー性高分子で靭性を付与された歯科用樹脂材料の調製方法として、その態様
を以下に例示する。
【００６２】
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　体積平均粒子径２００～４００ｎｍのジエン系エラストマー質重合体（ａ）５～８０重
量部を含むラテックスの存在下に、メタクリル酸メチル（ｂ１）６０～９５重量％、芳香
族ビニル化合物（ｂ２）４～４０重量％およびシアン化ビニル化合物（ｂ３）１～１０重
量％からなる単量体成分（ｂ）（ただし、（ｂ１）＋（ｂ２）＋（ｂ３）＝１００重量％
である。）２０～９５重量部（ただし、（ａ）＋（ｂ）＝１００重量部である。）を重合
することで、エラストマー性高分子で靭性を付与した共重合樹脂（Ａ１）を得ることがで
きる。
【００６３】
　または、このようなエラストマー強化共重合樹脂（Ａ１）と上記単量体成分（ｂ）の共
重合体（Ａ２）とからなる混合物よりなり、上記ジエン系エラストマー質重合体（ａ）の
含有量が好ましくは５～４０重量％であるエラストマー性高分子で靭性を付与した樹脂を
得ることができる。
【００６４】
　他の一態様を以下に例示する。
　エラストマー質重合体（ａ）５～８０重量部の存在下に、メタクリル酸メチルおよび／
または芳香族ビニル化合物からなる単量体（ｂ１）６０～１００重量％、およびこれらの
化合物と共重合可能な他の単量体（ｂ３）０～４０重量％からなる単量体成分（ｂ）（た
だし、（ｂ１）＋（ｂ２）＋（ｂ３）＝１００重量％である。）２０～９５重量部（ただ
し、（ａ）＋（ｂ）＝１００重量部である。）を重合してエラストマー性高分子で靭性を
付与した共重合樹脂（Ａ１）、またはこのようなエラストマー強化共重合樹脂（Ａ１）と
上記単量体成分（ｂ）の（共）重合体（Ａ２）とからなる混合物を得る。
【００６５】
　（歯科用樹脂材料の特性）
　歯科用樹脂材料の曲げ弾性率は、好ましくは１，６００～３，２００ＭＰａ、より好ま
しくは１，８００～３，０００ＭＰａ、特に好ましくは１，９００～２，８００ＭＰａで
ある。
【００６６】
　なお、歯科用樹脂材料の曲げ弾性率の測定方法は以下のとおりである。
　まず、歯科用樹脂材料を射出成型機にて、長さ８０ｍｍ×幅１０ｍｍ×厚さ４ｍｍの形
状に成型し、試験片とする。
【００６７】
　次に、（株）島津製作所製のオートグラフＡＧ－５０Ｂを用いて、テストスピード５ｍ
ｍ／ｍｉｎの速度で、試験片を用いて、ＪＩＳ　Ｋ７１７１に準拠し曲げ弾性率を測定し
、ｎ＝５点の平均値から曲げ弾性率（ＧＰａ）とする。
【００６８】
　歯科用樹脂材料の曲げ弾性率が、上記範囲内であると、クラスプ付き義歯の固定が安定
化するため好適である。
　歯科用樹脂材料の耐衝撃強度は、好ましくは４０～８００Ｊ／ｍ、より好ましくは６０
～７００Ｊ／ｍ、特に好ましくは７０～６００Ｊ／ｍである。
【００６９】
　なお、歯科用樹脂材料の耐衝撃強度の測定方法は以下のとおりである。
　歯科用樹脂材料を射出成型機にて、長さ８０ｍｍ×幅１０ｍｍ×厚さ４ｍｍの形状に成
型し、２ｍｍのノッチを入れ、試験片を作製する。
【００７０】
　次いで、ＪＩＳ　Ｋ７１１０に記載のアイゾッド衝撃強さの試験方法に従い、耐衝撃強
度（Ｊ／ｍ）を測定する。
　歯科用樹脂材料の耐衝撃強度が、上記範囲内であると、固い食べ物を食した時にもクラ
スプ部の欠損を生じないため好適である。
【００７１】
　また、長期間装用しても、装用感に優れ、かつ撓み、変形を生じない、または生じても
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軽度とする義歯床を製造するのに適した歯科用樹脂材料の条件としては、例えば、
　（１）口内組織と馴染む硬度、伸びを有すること（靭性を付与された樹脂の最大伸びは
、好ましくは５～３００％であり、より好ましくは８～２００％）、
　（２）エラストマー的な特性を樹脂に与え、靭性を付与すること、
　（３）適度な機械的強度（曲げ弾性率が１０～２０，０００ＭＰａ、より好ましくは１
００～１０，０００ＭＰａ）を有すること、
　（４）一般の歯科用補修材および方法にて修理が可能であり、高い接着力（５．０ＭＰ
ａ以上）を有すること等が挙げられる。
【００７２】
　次に、本発明の歯科用成型体について説明する。
　＜歯科用成型体＞
　本発明の歯科用成型体は、上述の本発明の歯科用樹脂材料を成型してなることを特徴と
するものであり、成形体の具体例としては、義歯、義歯保持材、義歯床、クラウン、歯科
用矯正具、マウスピース、クラスプなどが挙げられるが、これらに限定されるものではな
い。
【００７３】
　また、本発明の歯科用成型体を製造する際の方法についても特に限定されるものではな
いが、一般な射出成型機を用い、上述のエラストマー性高分子で靭性を付与された樹脂を
そのガラス転移温度〔Ｔｇ〕以上の温度、例えば２００～３５０℃程度のシリンダー温度
にて溶融させ、加温された金型内に射出して成型を行う射出成型法が好ましい。
【００７４】
　その他の成型方法として、トランスファー成型、押出成型など公知の成型方法を採用す
ることができ、また適切な溶剤に溶解後鋳型に流し込み、溶剤を蒸発除去することで樹脂
成型物を得ることができる。
【００７５】
　義歯、義歯床、矯正用マウスピース、保護用マウスピースなどの作製方法については、
一般に公知の方法を採用することができ、義歯床について例示すると以下のようになる。
　患者の口腔内の形状をシリコンエラストマーのような硬化性エラストマー状物質で型取
りを行う。
【００７６】
　この型に石膏を流し込み、患者の口腔内の形状を模った印象模型を作製する。
　この模型を咬合器にあてはめ、患者から採取した咬み合せ型をもとに義歯を配列し、そ
の後ワックス義歯の作製の工程を経て、義歯床型を作製する。
【００７７】
　次いでこの鋳型に義歯床用の樹脂を流し込み、義歯床を得る。
　マウスピースも同様の方法で得ることができる。
　歯科用矯正具、ブリッジ、クラスプなどの部品の成型には、通常溶融法が採用されて製
造される。
【００７８】
　溶融成型法には公知の方法が採られ、上述のように射出成型法、トランスファー成型法
、押出成型法などを採用することができ、また少量の場合は手作業による型への流し込み
、ショッティングの方法を採用することができる。
【００７９】
　ブリッジやクラスプのような係留部材を成型する場合、まず金属製の係留部材を有する
義歯を患者に装着し、その装着具合を調整後樹脂製の係留部材を作製する方法を例示する
ことができる。
【００８０】
　ブリッジ、クラスプのような係留部材の形状については、固定する部位に適した形状を
選択することができるが、固定の確実さ、口腔内への刺激の軽減、強度の確保の点から、
０．１から４ｍｍ程度の棒状の形状が好適に適用される、その先端は同様口腔内での固定
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を確実にする、違和感の低減からテーパー状に加工することが通常採られる。
【００８１】
　（歯科用成形体の特性）
　歯科用成形体としての鈎部（クラスプ）付き人工歯を、患者が終日装用し、通常の食事
を伴う日常生活送り評価した場合、鈎部の欠損・緩みが認められないことが好ましい。
【００８２】
　なお、このような鈎部（クラスプ）付き人工歯は、以下の方法に従い製造されたものと
する。
　まず、歯科用樹脂材料を溶融ポットに仕込み加熱し、溶融させる。
【００８３】
　あらかじめ、歯欠損部の口腔型から人工歯を作製しておき、その人工歯を患者の健常な
歯に固定できるよう、金属製のワイヤーにて鈎部（クラスプ）を作製する。
　この金属製のワイヤーからなる鈎部（クラスプ）を元にして石膏鋳型を作製し、溶融さ
せた樹脂を石膏鋳型に流し込む。冷却後石膏型から樹脂部を取り外し、洗浄を経て、樹脂
製の鈎部（クラスプ）が得られる。
【実施例】
【００８４】
　次に、本発明を実施例により説明するが、本発明はこの実施例により限定されるもので
はない。なお、「部」は断りがない限り「重量部」を表す。
　実施例・比較例で得られた歯科用樹脂材料について、下記方法に従って各物性値を測定
し、歯科用樹脂材料を成型してなる歯科用成形体（鈎部（クラスプ）付き人口歯）の装用
の評価を行った。
【００８５】
　（１）曲げ弾性率
　得られた樹脂を射出成型機にて、長さ８０ｍｍ×幅１０ｍｍ×厚さ４ｍｍの形状に成型
し、試験片とした。
【００８６】
　（株）島津製作所製のオートグラフＡＧ－５０Ｂを用いて、テストスピード５ｍｍ／ｍ
ｉｎの速度で、試験片を用いてＪＩＳ　Ｋ７１７１に準じて曲げ弾性率を測定し、ｎ＝５
点の平均値から曲げ弾性率（ＧＰａ）とした。
【００８７】
　（２）耐衝撃強度
　得られた樹脂を射出成型機にて、長さ８０ｍｍ×幅１０ｍｍ×厚さ４ｍｍの形状に成型
し、２ｍｍのノッチを入れ、試験片を作製した。
【００８８】
　ＪＩＳ　Ｋ７１１０に記載のアイゾッド衝撃強さの試験方法に従い、耐衝撃強度（Ｊ／
ｍ）を測定した。
　（３）鈎部（クラスプ）付き人工歯の装用評価
　得られた樹脂を溶融ポットに仕込み加熱し、溶融させた。
【００８９】
　あらかじめ、歯欠損部の口腔型から人工歯を作製しておき、その人工歯を患者の健常な
歯に固定できるよう、金属製のワイヤーにて鈎部（クラスプ）を作製した。
　この金属製のワイヤーからなる鈎部（クラスプ）を元にして石膏鋳型を作製し、溶融さ
せた樹脂を石膏鋳型に流し込んだ。冷却後石膏型から樹脂部を取り外し、洗浄を経て、樹
脂製の鈎部（クラスプ）が得られ、あらかじめ作製した人工歯に歯科用接着剤で固定した
。
【００９０】
　この樹脂製の鈎部（クラスプ）付き人工歯を患者が装用し、通常の食事を伴う日常生活
を終日過ごし、以下の基準により評価した。
　○：鈎部の欠損・緩みが認められない。
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【００９１】
　△：鈎部の欠損または緩みが認められる。
　×：鈎部の欠損・緩みが認められる。
　［実施例１］
　シクロポリオレフィン系樹脂「アートンＦ」（ＪＳＲ（株）社製）のペレット８０重量
％と、乳化重合法によるスチレン－ブタジエンランダム共重合体「ＳＢＲ０２０２」（Ｊ
ＳＲ（株）社製）（以下「ＳＢＲ－１」という。）をエラストマー用粉砕機で粉砕したも
の２０重量％とを混合し、この混合物を押出機「ＴＥＭ３７ＢＳ」（東芝機械（株）製）
により連続的に溶融混練することにより、ペレット状の歯科用樹脂材料（ＡＸ－１）を調
製した。
【００９２】
　なお、上記シクロポリオレフィン系樹脂は、下記式（５）で表される８－メチル－８－
メトキシカルボニルテトラシクロ［４．４．０．１2,5．１7,10］－３－ドデセン（以下
「ＤＮＭ」ともいう。）をメタセシス開環重合して得られる開環重合体を、さらに水素添
加して得られる水素添加重合体よりなるものであって、そのガラス転移温度〔Ｔｇ〕が１
６０℃、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）で測定されるポリスチレン
換算の数平均分子量〔Ｍｎ〕が２５，０００、重量平均分子量〔Ｍｗ〕が１０２，０００
、温度３０℃のクロロホルム中で測定した固有粘度〔ηinh〕が０．４９ｄＬ／ｇ、温度
２６０℃におけるメルトフローレートが５．０ｇ／１０ｍｉｎのものである。
【００９３】
【化５】

【００９４】
　また、「ＳＢＲ－１」は、ガラス転移温度〔Ｔｇ〕が－３０℃であり、結合スチレン量
が４６重量％であり、ムーニー粘度〔ＭＬ1+4，１００℃〕が４５であった。
　得られた歯科用樹脂材料の各物性値および装用評価の結果を表１に示す。
【００９５】
　［実施例２］
　実施例１において、ＳＢＲ－１の代わりにＳＢＲ－２を用いた以外は実施例１と同様に
してペレット状の歯科用樹脂材料（ＡＸ－２）を調製した。
【００９６】
　なお、「ＳＢＲ－２」は、溶液重合法によるスチレン－ブタジエンランダム共重合体「
ＳＬ５５７」（ＪＳＲ（株）社製）であって、ガラス転移温度〔Ｔｇ〕が－４９℃であり
、結合スチレン量が２９重量％、ムーニー粘度〔ＭＬ1+4，１００℃〕が４４であった。
【００９７】
　得られた歯科用樹脂材料の各物性値および装用評価の結果を表１に示す。
　［実施例３］
　実施例１において、ＳＢＲ－１の代わりにＳＢＲ－３を用いた以外は実施例１と同様に
してペレット状の歯科用樹脂材料（ＡＸ－３）を調製した。
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【００９８】
　なお、「ＳＢＲ－３」は、乳化重合法によるスチレン－ブタジエンランダム共重合体「
ＳＢＲ１５０２」（ＪＳＲ（株）社製）であって、ガラス転移温度〔Ｔｇ〕が－５１℃で
あり、結合スチレン量が２３．５重量％、ムーニー粘度〔ＭＬ1+4，１００℃〕が５２で
あった。
【００９９】
　得られた歯科用樹脂材料の各物性値および装用評価の結果を表１に示す。
　［実施例４］
　実施例１において、ＳＢＲ－１の代わりにＮＢＲ－１を用いた以外は実施例１と同様に
してペレット状の歯科用樹脂材料（ＡＸ－４）を調製した。
【０１００】
　なお、「ＮＢＲ－１」は、アクリロニトリル－ブタジエンランダム共重合体「ＮＢＲ２
５０Ｓ」（ＪＳＲ（株）社製）であって、ガラス転移温度〔Ｔｇ〕が－４２℃であり、結
合アクリロニトリル量が２０重量％、ムーニー粘度〔ＭＬ1+4，１００℃〕が６３であっ
た。
【０１０１】
　得られた歯科用樹脂材料の各物性値および装用評価の結果を表１に示す。
　［実施例５］
　実施例１において、ＳＢＲ－１の代わりにＮＢＲ－２を用いた以外は実施例１と同様に
してペレット状の歯科用樹脂材料（ＡＸ－５）を調製した。
【０１０２】
　なお、「ＮＢＲ－２」は、アクリロニトリル－ブタジエンランダム共重合エラストマー
「ＮＢＲ２３０Ｓ」（ＪＳＲ（株）社製）であって、ガラス転移温度〔Ｔｇ〕が－３０℃
であり、結合アクリロニトリル量が３５重量％、ムーニー粘度〔ＭＬ1+4，１００℃〕が
５６であった。
【０１０３】
　得られた歯科用樹脂材料の各物性値および装用評価の結果を表１に示す。
　［実施例６］
　上記シクロポリオレフィン系樹脂のペレット８０重量％と、ＳＢＲ－１をエラストマー
用粉砕機で粉砕したもの２０重量％とを混合し、得られた混合物を、該混合物の５倍重量
のトルエンに溶解攪拌して両成分の溶液を調製し、この溶液にメタノールを加えることに
より凝固した固形分を分離して混合樹脂を得て、さらにこの混合樹脂を押出機「ＴＥＭ３
７ＢＳ」（東芝機械（株）製）により造粒処理することにより、ペレット状の歯科用樹脂
材料（ＡＸ－６）を調製した。
【０１０４】
　得られた歯科用樹脂材料の各物性値および装用評価の結果を表１に示す。
　［実施例７］
　（エラストマー性高分子（Ａ－１）の製造）
　攪拌機を備えた内容積７リットルのガラス製フラスコに、イオン交換水１００部、ロジ
ン酸カリウム２部、ｔｅｒｔ－ドデシルメルカプタン０．５部、体積平均粒子径３００ｎ
ｍのポリブタジエンエラストマーラテックス３０部（固形分換算）、スチレン４部、アク
リロニトリル１部およびメタクリル酸メチル１２部を投入し、攪拌しながら昇温させた。
温度が５０℃となった時点で、エチレンジアミン４酢酸ナトリウム０．２部、硫酸第１鉄
０．０５部、ホルムアルデヒドナトリウムスルホキシレート・２水和物０．２部およびイ
オン交換水１０部からなる活性剤水溶液と、クメンハイドロパーオキサイド０．２部とを
添加し、１時間反応させた。その後、スチレン１２部、アクリロニトリル４部、メタクリ
ル酸メチル３７部およびクメンハイドロパーオキサイド０．２部を４時間かけて連続的に
添加しながら反応を継続した。反応後の単量体の重合転化率は９６％であった。
【０１０５】
　その後、反応生成物であるラテックスを９０℃まで昇温し、３６％塩化カルシウム水溶
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液で凝固させ、得られたスラリーを９５℃まで昇温させて５分間保持した。次いで、これ
を水洗し、その後、脱水した。次いで、７５℃で２４時間乾燥し、粉末状のエラストマー
性高分子（Ａ－１）を得た。このエラストマー性高分子（Ａ－１）について、アセトン可
溶分の組成は、スチレン／アクリロニトリル／メタクリル酸メチル＝２４．３％／７．７
％／６８．０％であり、ガラス転移温度〔Ｔｇ〕は１０３℃であった。
【０１０６】
　（非結晶性樹脂（Ｂ－１）の製造）
　内容積３０リットルのリボン翼を備えたジャケット付き重合反応器を２基連結し、窒素
置換した後、１基目の重合反応器にスチレン２１部、アクリロニトリル７部、メタクリル
酸メチル７２部およびトルエン２０部を連続的に投入した。次いで、分子量調節剤として
ｔｅｒｔ－ドデシルメルカプタン０．１部をトルエン５部に溶解させた溶液、および重合
開始剤として１，１'－アゾビス（シクロヘキサン－１－カーボニトリル）０．１部をト
ルエン５部に溶解させた溶液を連続的に供給した。１基目の重合反応器の温度は１１０℃
に制御し、平均滞留時間を２時間として重合させた。重合転化率は６０％であった。
【０１０７】
　その後、得られた重合体溶液から、１基目の重合反応器の外部に設けられたポンプによ
り、スチレン、アクリロニトリル、メタクリル酸メチル、トルエン、分子量調節剤および
重合開始剤の合計供給量と同量を連続的に取り出し、２基目の重合反応器に供給した。こ
の２基目の重合反応器における重合温度は１３０℃、平均滞留時間は２時間として重合さ
せた。重合転化率は８０％であった。
【０１０８】
　次いで、２基目の重合反応器から重合体溶液を取り出し、この重合体溶液を直接２軸３
段ベント付き押出機に供給し、未反応単量体及び溶媒を除去し、非結晶性樹脂（Ｂ－１）
を得た。この非結晶性樹脂（Ｂ－１）の組成は、スチレン／アクリロニトリル／メタクリ
ル酸メチル＝２８％／５％／６７％であった。また、この非結晶性樹脂（Ｂ－１）のアセ
トン可溶分の極限粘度〔η〕は０．２５ｄＬ／ｇであり、ガラス転移温度〔Ｔｇ〕は１０
１℃であった。
【０１０９】
　（歯科用樹脂材料（Ｃ－１）の製造）
　エラストマー性高分子（Ａ－１）５６部と、非結晶性樹脂（Ｂ－１）４４部とを、ヘン
シェルミキサーにより混合した。
【０１１０】
　その後、この混合物を２軸押出機に導入して、温度２００～２４０℃で溶融混練し、ペ
レット状の歯科用樹脂材料（Ｃ－１）を得た。
　得られた歯科用樹脂材料の各物性値および装用評価の結果を表１に示す。
【０１１１】
　［実施例８］
　（エラストマー性高分子（Ａ－２）の製造）
　撹拌機を備えた内容積７リットルのガラス製フラスコに、イオン交換水１００部、ロジ
ン酸カリウム１部、ｔｅｒｔ－ドデシルメルカプタン０．５部、体積平均粒子径３１０ｎ
ｍのポリブタジエンエラストマーラテックス１８部（固形分換算）、スチレン５部および
メタクリル酸メチル１５部を投入し、撹拌しながら昇温させた。温度が５０℃となった時
点で、エチレンジアミン４酢酸ナトリウム０．２部、硫酸第１鉄０．０１部、ホルムアル
デヒドナトリウムスルホキシラート・２水和物０．２部及びイオン交換水１０部からなる
活性剤水溶液、並びにクメンハイドロパーオキサイド０．２部を添加し、１時間反応させ
た。その後、スチレン１５部、メタクリル酸メチル４７部およびクメンハイドロパーオキ
サイド０．２部を４時間かけて、連続的に添加しながら反応を継続した。反応後の単量体
の重合転化率は９６％であった。
【０１１２】
　その後、反応生成物であるラテックスを９０℃まで昇温し、３６％塩化カルシウム水溶
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液で凝固させ、得られたスラリーを９５℃まで昇温させて５分間保持した。次いで、これ
を水洗し、その後、脱水した。次いで、７５℃で２４時間乾燥し、粉末状のエラストマー
性高分子（Ａ－２）を得た。このエラストマー性高分子（Ａ－２）について、アセトン可
溶分の組成は、スチレン／メタクリル酸メチル＝２６．９％／７３．１％であり、ガラス
転移温度〔Ｔｇ〕は１０４℃であった。
【０１１３】
　（歯科用樹脂材料（Ｃ－２）の製造）
　実施例７において、（Ａ－１）の代わりに（Ａ－２）を用いた以外は実施例７と同様に
してペレット状の歯科用樹脂材料（Ｃ－２）を得た。
【０１１４】
　得られた歯科用樹脂材料の各物性値および装用評価の結果を表１に示す。
　［実施例９］
　（エラストマー性高分子（Ａ－３）の製造）
　攪拌機を備えた内容積７リットルのガラス製フラスコに、イオン交換水１００部、ロジ
ン酸カリウム２部、ｔｅｒｔ－ドデシルメルカプタン０．５部、体積平均粒子径２８０ｎ
ｍのポリブタジエンエラストマーラテックス１８部（固形分換算）、スチレン４部、アク
リロニトリル２部及びメタクリル酸メチル１５部を投入し、攪拌しながら昇温させた。温
度が５０℃となった時点で、エチレンジアミン４酢酸ナトリウム０．２部、硫酸第１鉄０
．０５部、ホルムアルデヒドナトリウムスルホキシレート・２水和物０．２部及びイオン
交換水１０部よりなる活性剤水溶液、並びにジイソプロピルベンゼンハイドロパーオキサ
イド０．２部を添加し、１時間反応させた。その後、スチレン８部、アクリロニトリル８
部、メタクリル酸メチル４５部及びジイソプロピルベンゼンハイドロパーオキサイド０．
２部を４時間かけて、連続的に添加しながら反応を継続した。反応後の単量体の重合転化
率は９６％であった。
【０１１５】
　その後、反応生成物であるラテックスを９０℃まで昇温し、３６％塩化カルシウム水溶
液で凝固させ、得られたスラリーを９５℃まで昇温させて５分間保持した。次いで、これ
を水洗し、その後、脱水した。次いで、７５℃で２４時間乾燥し、粉末状のエラストマー
性高分子（Ａ－３）を得た。このエラストマー性高分子（Ａ－３）について、アセトン可
溶分の組成は、スチレン／アクリロニトリル／メタクリル酸メチル＝１４．０％／１１．
１％／７４．９％であり、ガラス転移温度〔Ｔｇ〕は１０５℃であった。
【０１１６】
　（歯科用樹脂材料（Ｃ－３）の製造）
　実施例７において、（Ａ－１）の代わりに（Ａ－３）を用いた以外は実施例７と同様に
してペレット状の歯科用樹脂材料（Ｃ－３）を得た。
【０１１７】
　得られた歯科用樹脂材料の各物性値および装用評価の結果を表１に示す。
　［実施例１０］
　（エラストマー性高分子（Ａ－４）の製造）
　実施例７において、ポリブタジエンエラストマーラテックスの体積平均粒子径を４５０
ｎｍに変更した以外は実施例７と同様にしてエラストマー性高分子（Ａ－４）を製造した
。
【０１１８】
　このエラストマー性高分子（Ａ－４）について、アセトン可溶分の組成は、スチレン／
メタクリル酸メチル＝２７．１％／７２．９％であり、ガラス転移温度〔Ｔｇ〕は１０５
℃であった。
【０１１９】
　（歯科用樹脂材料（Ｃ－４）の製造）
　実施例７において、（Ａ－１）の代わりに（Ａ－４）を用いた以外は実施例７と同様に
してペレット状の歯科用樹脂材料（Ｃ－４）を得た。
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【０１２０】
　得られた歯科用樹脂材料の各物性値および装用評価の結果を表１に示す。
　［実施例１１］
　（エラストマー性高分子（Ａ－５）の製造）
　実施例７において、ポリブタジエンエラストマーラテックスの体積平均粒子径を８０ｎ
ｍに変更した以外は実施例７と同様にしてエラストマー性高分子（Ａ－５）を製造した。
【０１２１】
　このエラストマー性高分子（Ａ－５）について、アセトン可溶分の組成は、スチレン／
メタクリル酸メチル＝２６．７％／７３．３％であり、ガラス転移温度〔Ｔｇ〕は１０５
℃であった。
【０１２２】
　（歯科用樹脂材料（Ｃ－５）の製造）
　実施例７において、（Ａ－１）の代わりに（Ａ－５）を用いた以外は実施例７と同様に
してペレット状の歯科用樹脂材料（Ｃ－５）を得た。
【０１２３】
　得られた歯科用樹脂材料の各物性値および装用評価の結果を表１に示す。
　［比較例１］
　上記シクロポリオレフィン系樹脂をもって歯科用樹脂材料（Ｃ－６）とした。
【０１２４】
　歯科用樹脂材料の各物性値および装用評価の結果を表１に示す。
　［比較例２］
　（非結晶性樹脂（Ｂ－２）の製造）
　実施例７のエラストマー性高分子の製造において、ポリブタジエンエラストマーラテッ
クスを用いなかった以外は実施例７と同様にして重合し、非結晶性樹脂（Ｂ－２）を製造
した。得られた非結晶性樹脂（Ｂ－２）のガラス転移温度〔Ｔｇ〕は１０３℃であった。
【０１２５】
　（歯科用樹脂材料（Ｃ－７）の製造）
　実施例７において、（Ａ－１）の代わりに（Ｂ－２）を用いた以外は実施例７と同様に
してペレット状の歯科用樹脂材料（Ｃ－７）を得た。
【０１２６】
　得られた歯科用樹脂材料の各物性値および装用評価の結果を表１に示す。
　［比較例３］
　（非結晶性樹脂（Ｂ－３）の製造）
　実施例８において、ポリブタジエンエラストマーラテックスを用いなかった以外は、実
施例８と同様にして重合し、非結晶性樹脂（Ｂ－３）を製造した。得られた非結晶性樹脂
（Ｂ－３）のガラス転移温度〔Ｔｇ〕は１０４℃であった。
【０１２７】
　（歯科用樹脂材料（Ｃ－８）の製造）
　実施例７において、（Ａ－１）の代わりに（Ｂ－３）を用いた以外は実施例７と同様に
してペレット状の歯科用樹脂材料（Ｃ－８）を得た。
【０１２８】
　得られた歯科用樹脂材料の各物性値および装用評価の結果を表１に示す。
【０１２９】
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【表１】

【産業上の利用可能性】
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【０１３０】
　本発明の歯科用成型体は、特定のエラストマー性高分子で靭性を付与された樹脂を成型
することで得られ、成型性、装用感に優れ、かつ靭性に優れることから、義歯、義歯保持
材、クラウン、歯科用矯正具、矯正用マウスピース、保護用マウスピース、クラスプなど
に好適である。
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